
フッサールの存在論（1906/07～1917/18）の展開

堀栄造

序言

1906/07年時点、から 1917/18年時点までのフッサールの存在論の展

開は、フッサールの学問論を変更するとともに、フッサールの存在論の内実をも変

更することになる。また、この時期のフッサールの存在論の展開を究明することに

よって、 『イデーンE』 ( 1 9 1 2年～ 19 1 5年執筆）および実在的存在論の意

義が明確なものとなる。

それゆえ、本論は、 1906/07年冬学期の講義「論理学および認識論概論j 、

1910/11年冬学期の講義「認識の理論としての論理学」、 『イデーンE』 ( 1 

9 1 2年～ 19 1 5年執筆）、 1917/18年冬学期の講義「論理学と普遍的学

問論j 、 19 2 3年の論文「実証的諸存在論および実証的第一哲学を介して絶対的

普遍的存在論としての超越論的現象学へ至る道」に基づいて、 1906/07年時

点、から 1917/18年時点までのフッサールの存在論の展開について究明する。

(1) 1906/07年時点の分析論を越える学問論の理念の拡張

フッサリアーナ（フッサール著作集）第 30巻の編者ウルズラ・パンツアーは、

「フッサールは、既に、分析論を越える学問論の理念の拡張についての思想を、 1

906/07年冬学期の講義「論理学および、認識論概論」において考量していた。

その講義で、フッサールは、形式と質料のアプリオリな連関に基づいて、論理的形

式的存在論と並べて実在性のアプリオリな存在論を置くが、事実を含んだ

[sachhaltig] 核ないし核内容の考えられる根本特性への問いを立てなしリと述べ

ているlo

フッサールは、 「論理学および認識論概論」において論理学および認識論を次の

ように規定している。 「認識論は、形式的存在論、実在的存在論、論理学的規範論
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の媒介によってあらゆる学問に関係するのであり、認識論は、まず第一に下位段階

としてのこうした論理学的学問分野に関係づけられ、こうした論理学的学問分野に

よってあらゆる他の学問的認識および学問分野に関係づけられるJえしたがって、

論理学および認識論は、上層部に諸学問一般、中層部に論理学的諸学問、下層部に

認識論、という三層構造を取る学問論の中で位置づけられ規定される。それゆえ、

ウルズラ・パンツアーが言うように、確かに、実在的存在論は、形式的存在論と並

存するのだが、事実を含んだ核ないし核内容の考えられる根本特性への問いを立て

ないというウルズラ・パンツアーの主張は、何を意味するのだろうか。

フッサールは、 「論理学および認識論概論jにおいて次のように述べている。 「我

々の認識の正当性の理論のより一層深い問題層が、今や問題となるであろう。そう

した問題層との関係が解消できないような連関のうちに、超越論的哲学の諸問題が

ある」 3。ここで、フッサールは、論理学の理念の下にあるより一層深い問題層を指

摘し、それを超越論的哲学的主題とみなしている。そして、フッサールは、それに

関して次のように述べている。 「知覚において、事象［Sache］は、思念されて与え

られる。この事象は、知覚そのものにおいては眼前に存するように予め与えられて

いる。しかし、それは、何を意味するのか。事象はそれ自体で存し、知覚は私にと

って存する。事象は超越的［transzendent］であり、知覚は内在的［immanent］で

あるJ4。つまり、 「論理学および認識論概論」の超越論的哲学的主題とは、事象の

超越性と知覚のような主観的作用の内在性との連結としづ事態である。事象の超越

性は、従来は排除されたけれども、 「論理学および認識論概論」において初めて現

象学的射程に入れられる。それは、 「思念された対象の現象学的研究領域への包含j

という思想、の生起である。そして、それは、伝統的な形式的論理学としての分析論

を越えて形式的存在論や実在的存在論を包含するような学問論の理念の拡張といえ

るのだが、あくまでも理念に留まる。つまり、この時点のフッサールの存在論は、

ウルズラ・パンツアーが主張するような事実を含んだ核ないし核内容つまり質料的

内実を含む対象の具体的分析を遂行するまでに至っていなし、。

しかし、 1906/07年時点で「思念された対象の現象学的研究領域への包含j

という思想が生起し、とりわけ実在的存在論が論理学的諸学問のうちに新たに導入

されたことは、フッサールの存在論の展開にとって決定的な意義をもっ。フッサー

ルは、 「論理学および認識論概論」において次のように述べている。 「ひとは、ア
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プリオリな実在的存在論を介しての論理学の理念の拡張を、すべての認識はその究

極目標から見て実在性 [Realitat］に関係づけられ実在性へ向けられると主張すると

いう仕方でのみ正当化することができょう。我々にとって実在性の認識に役立つ一

切のもの、実在性の認識の可能性にアプリオリに属する一切のものは、論理的だと

いえよう。それゆえ、論理学は、普遍数学［mathesisuniversalis］の諸学問の複合

体だといえよう。それというのも、論理学は、その形式から見て実在性の認識の可

能性に属するからである。そして、論理学は、普遍的実在的存在論だといえよう。

それというのも、論理学は、その質料［Materie］から見て実在性の認識の可能性に

属するからである」 5。ここで、普遍数学と言われているのは、形式的存在論のこと

である九ここに明示されているように、論理学は、実在性の認識の可能性の形式的

論理学的条件を問えば形式的存在論であり、実在性の認識の可能性の質料的論理学

的条件を問えば実在的存在論である。

ともかく、 1906/07年時点で、実在的存在論の導入による論理学の理念の

拡張によって、分析論を越える学問論の理念の拡張が、遂行されたわけである。

(2) 1910/11年時点の自然の存在論の構想

フッサールは、 19 2 0年に「 19 1 0年9月22日の計画を読み、とても重要」

(Ms. A I 8, 3 a）とみなした。その計画とは、 「大部分は、同時に核を引き入れ

るという問題に関する形式的数学j にかかわる計画のことである。フッサールは、

次のような言葉で始める。 「さしあたり、私は、自然的［naturlichJではあるが偏

見によって惑わされることのない意識の立場から純粋分析（形式的数学）の思想を

展開しよう j。そこから、 「意味（を介して）の道［Bedeutungsweg］」が諸存在

論へ歩まれることになる（その計画は、 A18, 3-16および AIII1 3 , 5 6 ff. 

のうちに見いだされる） 7 0 

1 9 1 0年9月の時点とは、 1910/11年冬学期の講義「認識の理論として

の論理学Jの時点のことである。フッサールは、 「認識の理論としての論理学」に

おいて学問論の理念について次のように述べている。 「我々が再び我々を始めから

主導する学問論の理念についての話をすると、既述の形式的意味論および形式的存

在論としての論理学は、この理念の最初のはっきりとした打ち出しである」 8。した
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がって、 1910/11年時点で、 19 1 0年9月の計画どおり、学問論の理念は、

純粋分析（形式的数学）の思想に相当する形式的意味論および形式的存在論から打

ち出されることになる。ウルズラ・パンツアーも、 「諸研究を始めから主導する学

問論の理念がはっきりと打ち出されるのは、形式的命題論、形式的存在論および多

様体論を自己のうちで統合するような普遍数学［mathesisuniversalis］の理念を伴

つてのことである」 9と指摘している。

そして、フッサールは、 「認識の理論としての論理学」において次のように述べ

る。 「今から我々は我々の立場を変更するということ、我々は自然［Natur］からの

核［Kern］の抽象を断念しなければならないということは、明らかである。分析論

は純粋形式の学問群であり、今や、我々は、いわゆる認識の質料［Materie］を顧慮

しなければならなしり 10。ここでもまた、 19 1 0年9月の計画どおり、意味（を介

して）の道が諸存在論へ歩まれることになることが、宣言されている。つまり、自

然からの核の抽象としての形式的分析論に留まることを断念し、認識の質料を顧慮

した実在的諸存在論へ学問論を拡張することが、宣言されている。ウルズラ・パン

ツアーも、 「すべての形式的学問の体系的統ーとしての普遍的純粋形式的学問論と

いうこうした理念は、分析論を特徴づけた、認識の質料からの抽象が断念されると

いうことによって、或る本質的拡張を被り、今や、核の特殊性やそれに対応する学

問領域の特殊性を見て、新たな普遍的学問論的研究群の可能性が、考慮されうるJ11 

と指摘している。

さらに、フッサールは、 「認識の理論としての論理学Jにおいて実在的存在論に

関して次のように述べる。 「自然認識の領域において、分析的一形式的存在論

[ analytisch-formale Ontologie ］に対して、総合的 形式的存在論

[synthetisch-formale Ontologie］つまり自然の存在論［dieOntologie der Natur] 

が並ぶ。自然の存在論は、いくつかの別々の諸学問に、つまり、空間および時間の

アプリオリを研究するような諸学問に分かれるであろうし、それゆえ、純粋な空間

形式および時間形式は別として、空間 時間的実在性（質料）のアプリオリを研究

するような学問に分かれるであろう。そうすると、分析的諸カテゴリ一、対象性一

般の諸カテゴリーに対して、自然の領域において自然の諸カテゴリーが並ぶであろ

うということに、ひとは気づく」 120 したがって、 1910/11年時点で、実在的

存在論は、空間 時間的実在性（質料）のアプリオリを研究する自然の存在論とし
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て具体的に構想されたものといえる。ウルズラ・パンツアーも、 「1910/11

年冬学期の講義において、フッサールは、多様に規定された諸自然科学の例におい

て、自然認識の領域で分析的形式的存在論に対して総合的形式的存在論が並ぶとい

うことを証示する。総合的形式的存在論は、もちろん、きわめて包括的な意味で学

問論的であるというのではなく、諸自然科学の制約内でのみ学問論的性格をもつの

である」 13と指摘している。

ともかく、 1910/11年時点で、実在的存在論が総合的形式的存在論として

の自然の存在論として具体的に構想されたことは、 1906/07年に導入された

実在的存在論の理念を具体化して自然の領域的存在論の可能性を開くものとしての

意義を担い、フッサールの存在論の展開を大いに推進するものと言わなければなら

ない。

(3) 1917/18年時点の自然と精神の対象領域の規定と区別

フッサールは、 1917/18年冬学期の講義「論理学と普遍的学問論」におい

て、次のように述べている。 「我々が、存在者とし、う普遍的理念から、もっと厳密

に言えば、個別的存在者一般としづ普遍的理念から出発すると、今や、ラデイカル

に区別される存在群、最上位の存在群が問われうるのであり、我々がまたそう言い

がちであるように、諸存在領域が問われうるのである。自然は、そのように或る領

域である。この場合、我々は、事実を含んだ質料［diesachhaltige Materi引を完全

に両手から失い（個別的存在者一般〉を形式的で空虚な分析的普遍性へ至らせるこ

となしに、もはやこれ以上普遍化することはできない」 140 ここに明示されているよ

うに、 1917/18年時点になると、 「ラディカルに区別される最上位の諸存在

領域へ向けて個別的存在者一般の普遍的理念から出発して各領域に固有に属する諸

カテゴリーを問うという課題j 15をもっ実在的領域的存在論が、明瞭な形を取る。

実在的領域的存在論に関して、フッサールは、 「論理学と普遍的学問論j におい

て次のように述べている。 「単なる物理的自然に類似して、領域的な形相的なもの

および経験的なものが、そこでもまた区別される。或る人聞がいるということ、彼

が何であるかということ、彼が体験すること、彼の流れる意識全体の特定の内容を

成すもの、特定の資質、性格的素質に関して彼が持っているもの、人間の性格的素
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質がたいていどのように発展するのかということ、等々の一切を、経験だけが教え

うる。しかし、他方で、それら一切の上位に、 （意識流）、 （心〉、 （性格〉、等

々の諸理念を伴う（生化された存在者［beseelteW esen] ）と我々が呼ぶような根

本本質的に独特の心理物理的統一体が存する。そして、それとともに、我々は、こ

こでまた、或るアプリオリな形式とそれに属する或るアプリオリな学問、つまり精

神的存在者の存在論［dieOntologie des geistigen Wesens］をもっJ16 0 ここに、自

然の存在論に並行するものとして、精神的存在者の存在論が登場する。いわば、自

然哲学と精神哲学というべきものが、画定されるのである。

さらに、フッサールは、 「論理学と普遍的学問論」において次のように述べてい

る。 「自然のアプリオリが自然諸科学に先行するのと類似してあらゆる経験的精神

諸科学に先行する或るアプリオリな本質論、アプリオリな諸考量の或る領野、つま

り、共同精神の存在論［eineOntologie des Gemeingeistes］が、開示されるJ17a 

ここに、精神的存在者の存在論は、共同精神の存在論へ拡張されるのである。

こうした事態に関して、ウルズ、ラ・パンツアーは、 「フッサールは、既に先に言

及された物理的自然の総合的形式的存在論と並んで、アプリオリな精神科学および

意識学としての精神的存在者の存在論、並びに、共同精神的生およびその客観的相

関者のアプリオリな本質分析としての共同精神の存在論を区別する」 18と指摘してい

る。そして、ウルズラ・パンツアーは、さらに次のように主張する。 「自然と精神

の対象領域の規定と区別についてのこうした詳論は、フッサールの後期哲学へまで

及ぶ、 〈自然と精神）についての学問論的および構成論的問題への取り組みの開始

点である。……．．フッサールは、 1912/13年冬学期に（自然と精神）につい

ての演習を行う。 19 1 2年 12月に、この演習との連関において、自然と精神に

ついての構成に関する諸分析を伴う『イデーンE』の鉛筆書き草稿が成立する（vgl.

Husserl-Chronik, S. 173）。それに続く 19 1 3年夏学期に、フッサールは、 （自

然と精神〉についての講義を行う（vgl. Husserl”Chronik, S. 178）。さらに、 1

9 1 9年の〈自然と精神）についての講義（Ms.FI 35）と 19 2 7年の（自然と

精神〉についての講義（Ms.FI 32）が、言及されうる」 19。したがって、 19 1 7 

/1 8年時点で、自然と精神の対象領域の規定と区別が、確固たるものとなるので

あり、また、 1910/11年冬学期の講義「認識の理論としての論理学」から 1

917/18年冬学期の講義「論理学と普遍的学問論」へ至るまでの聞に、自然と
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精神を主題とする領域的存在論が、既に実質的に遂行されたものといえる。

ともかく、 1910/11年時点で開示された自然の領域的存在論の可能性は、

1917/18年時点で、自然と精神を主題とする領域的存在論として拡張的に現

実化され、また、両時点の間で自然と精神を主題とする領域的存在論が既に実質的

に遂行されたことは、 1906/07年に導入された実在的存在論の理念の実り豊

かな結実だと言わなければならない。

( 4) 『イデーンE』 ( 1 9 1 2年～ 19 1 5年執筆）の領域的存在論

1910/11年時点の自然の領域的存在論の可能性の開示と、 1917/18

年時点の自然と精神の領域的存在論の画定との聞の時期に、自然と精神を主題とす

る領域的存在論が、既に実質的に遂行されたわけだが、その具体的内実を『イデー

ンE』 ( 1 9 1 2年～ 19 1 5年執筆）に即して明らかにしよう。

フッサールは、 『イデーンE』において次のように述べている。 「自然、身体、

心といった理念の構成および自我や人間といったさまざまな理念の構成の現象学的

源泉に向けられたラディカルな研究だけが、決定的な説明を与えることができるの

であり、同時にあらゆるそのような諸研究の価値ある動機にその権利を与えること

ができるのである」 20。したがって、 『イデーンH』において、自然、身体、心、自

我、人聞といった実在的諸領域が、既に事実上主題化されているものといえる。

そして、実際に、 『イデーンE』において、次のような実在的存在論的叙述が展

開されている。 「我々 は、 （実在的）諸事象の全体、事物世界全体、 （世界全体）、

空間・時聞という形式においてあらゆる事実的実在性を包括するが、明らかに本質

的諸根拠に基づいて同様にあらゆるアプリオリな可能的実在性をも包括するような

自然に着目する。この場合、第一の最低次の狭義の自然つまり物質的自然［materielle

Natur］と、第二の広義の自然つまり生化されて真正な意味で（生き生きとした）有

心的自然［animalischeNatur］との、本質的に基礎づけられた区別が、一見して我

々に気づかれる。我々が通常の意味で（それゆえ自然主義的態度で）現存するもの

と呼ぶもののすべては、それゆえ、感覚、表象、感情、あらゆる種類の心理的作用

および状態も、まさにこうした態度においては生き生きとした自然に属し、それら

は、 （実在的）作用ないし状態であり、存在論的には、それらが動物的ないし人間
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的な活動あるいは状態であり、それ自体空間的時間的世界に組み込まれるというこ

とによってまさに特徴づけられる。したがって、それらは、 （あらゆる個別的対象

性一般〉に帰属するような諸規定の下にあるJ21。ここで、実在的諸事象の全体ない

し事物世界全体としての自然は、物質的自然と有心的自然というこつの対象領域に

区分されることが、明示されている。

さらに、フッサールは、物質的自然と有心的自然の関係について、 『イデーンE』

において次のように叙述している。 「有心的自然として理解される精神的自然

[geistige Natur］は、一つの複合体で、あり、延長という本質的徴表を具えた物質的

自然という下層と、それとは根本的に異なる本質を具え、とりわけ延長を排除する

ような下層と不可分の上層から成る。それゆえ、物質的事物の包括的な本質的徴表

が物質性［Materialitat］であるとしても、それにもかかわらず、物質的なものと心

理的なものないし精神的なものとの聞の本質的区別の徴表として延長が捉えられる

ならば、前述の事は理解される」 22。ここで明示されるように、 『イデーンE』にお

いて、自然と精神の対象領域の規定と区別が、事実上既に遂行されている。

しかも、領域的存在論としづ術語も、 『イデーンE』において次のように既に使

用されている。 「正当な理論は、さしあたり根源的に与える直観（我々の場合には

経験）が端的な仕方で存在者として、そしてその際に或る特定の（内容）や意味を

もっ存在者として措定したものを、間接的な思惟において述語的に規定すること以

外にはなしえない。それゆえ、 （根源の分析）が対象の根源的意味として根源的直

観から汲み取ったものは、し、かなる理論によっても廃棄されえない。対象の根源的

意味は、すべての可能な理論的認識が理性的にそれに拘束されるような前提となる

規範である。対象の根源的意味によって、あらゆる領域的概念一一それゆえ或る領

域的存在論［eineregionale Ontologie］の（それとともに当該の領域的範囲のあら

ゆる特殊的経験的諸学問の）対象領域を画定するあらゆる概念 に対してと同様

に心の概念に対しても、根本的解明の或る一般的規則が示されるJ23c したがって、

『イデーンE』において、自然と精神の領域的存在論の画定が、既に実質的に遂行

されたものといえる。

ともかく、 19 1 2年～ 19 1 5年時点で、自然、身体、心、自我、人間といっ

た実在的諸領域が既に事実上主題化され、自然と精神を主題とする領域的存在論が

既に実質的に遂行されたことは、フッサールの存在論の展開上、フッサールの実在
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的存在論の実質的内実をきわめて充実化したものと言わなければならない。

( 5）超越論的現象学へ至る道における実在的存在論の意義

フッサールは、 「実証的諸存在論および実証的第一哲学を介して絶対的普遍的存

在論としての超越論的現象学へ至る道」という 19 2 3年の論文において、超越論

的現象学へ至る二つの道に関して次のように述べている。 「完全な明証へ向けて貫

徹するあらゆる試みは、超越論的現象学へ至る。それゆえ、現象学への二つの相関

的な道が、存在してはならないのか。すなわち、 ( 1）一方の道は、直観的に与え

られた所与の世界（を介して）の道である。すべての特殊存在論［Sonderontologien]

を伴う世界の普遍的存在論は、形相的世界考察としての普遍的世界直観へ導き、普

遍的存在論の諸公理は、可能的世界一般の本質記述であらねばならない。その際に、

自然は、身体性へ、心理的なものへ、精神的に働く主観性へ、主観性は超越論的に

絶対的に世界を構成しているとしづ洞察へ、すべての存在は主観的諸構成の相関者

としてのすべての客観的なものを包含する超越論的主観性の相関者であるという洞

察へ、つまり、すべての存在は超越論的に考察すれば普遍的主観的発生のうちにあ

る等々という洞察へ至る（それは、まさしく、 1919/20年冬学期の私の講義

「哲学概論」の道である。その道は、既に、 1910/11年の「認識の理論とし

ての論理学」という私のゲッチンゲン時代の学問論的講義の道である。）。 ( 2) 

他方の道は、純粋主観性の静態的本質類型である空虚なエゴ・コギトから開始する

（デカルト的道）である。しかし、あらゆるそのようなエイドスは、その地平にお

いて未規定である。エゴおよび自我全体を無限の多様性［Universum］とみなし普

遍学的な仕方で扱う或る普遍的な自我論が、要請される（それは、私の現象学的諸

講義の道であり、 19 2 2年と 19 2 3年のロンドン講演およびその拡張としての

詳論の道である。）」 24a

上掲の引用箇所中の第ーの道は、実証的存在論つまり実在的存在論を介して超越

論的現象学へ至る道である。それは、直観的に与えられた所与の世界つまり実在的

世界の実在的存在論つまり特殊存在論を介して、すべての客観的存在と相関する超

越論的主観性を解明する超越論的現象学へ至る道である。そして、フッサール自身、

その道を 1910/11年冬学期の「認識の理論としての論理学」としづ学問論的
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講義の道だと言っている。しかも、その途上の実在的存在論によってなされる可能

的世界一般の本質記述は、自然→身体性→心理的なもの→精神的に働く主観性とい

う過程を辿るものとされている。これは、まさに、 『イデーンE』で辿られた可能

的世界一般の本質記述の過程そのものである。そうすると、やはり、 『イデーンE』

は、 1906/07年に理念的に形成され、 1910/11年に具体化された学問

論的枠組みの中での所産である、と言わなければならない。

また、上掲の引用箇所中の第二の道は、純粋主観性としての超越論的主観性の静

態的本質類型の記述から開始する道である。それは、デカルトのように主観性とし

ての自我を出発点とし、超越論的主観性を解明する超越論的現象学の基本的体系の

叙述を最初からいきなり展開する道である。そして、フッサール自身が認めるよう

に、その道は、ロンドン講演のように現象学の初心者に対して啓蒙的意義を担うよ

うないわば教科書的な役割を果たすものであり、 『イデーンE』に先立つ『イデー

ンI』 ( 1 9 1 3年公刊）も、そうした役割を果たすものと考えられる。

したがって、フッサールの実在的存在論の実質的内実を成す『イデーンE』が学

問論的枠組みの中に組み込まれるべきものであるという意義は、もちろん重要であ

るが、同時に、 『イデーンH』が「実在的存在論を介して超越論的現象学へ至る道」

の中に組み込まれるべきものであるという意義も、看過されてはならない。それゆ

え、フッサールの存在論の展開にとって、実在的存在論は、学問論的意義のみなら

ず、超越論的現象学へ至る道の一環を成すとしづ意義をも有するのである。

立士号五
F口口口

本論は、 1906/07年時点から 1917/18年時点までのフッサールの存

在論の展開に関して、次のような事を明らかにした。つまり、第一に、 1906/

0 7年時点で、実在的存在論の導入による論理学の理念の拡張によって、分析論を

越える学問論の理念の拡張が遂行された、ということである。第二に、 1910/

1 1年時点で、実在的存在論は、総合的形式的存在論としての自然の存在論として

具体的に構想され、自然の領域的存在論の可能性が聞かれた、ということである。

第三に、自然の領域的存在論の可能性は、 1917/18年時点、で、自然と精神を

主題とする領域的存在論として拡張的に現実化された、ということである。第四に、
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1 9 1 2年～ 19 1 5年時点で、自然、身体、心、自我、人間といった実在的諸領

域が既に事実上主題化され、自然と精神を主題とする領域的存在論が既に実質的に

遂行された、ということである。第五に、フッサールの存在論の展開にとって、実

在的存在論は、学問論的意義のみならず、超越論的現象学へ至る道の一環を成すと

いう意義をも有する、ということである。
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